
 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号） 

第３５条の６第１項の規定により、液化石油ガス販売事業者の認定をしたので、同法第８

８条第２項の規定により公示します。 

 

 

名称及び代表者の氏名 所在地 認定の種別 認定年月日 

斐太ネクスト株式会社 

野坂 太郎 

高山市花里町４丁

目１１１番地 

第一号認定液化石油ガ

ス販売事業者 

令和７年３月２６日 

 


